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自動車技術安全部からのお知らせ 全業態
法令等の改正、お知らせ
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令和７年４月から、車検を受けられる期間が延長されます。

年度末における車検の混雑緩和と自動車整備士の働き方の改善のため、関係法令の改正により、
車検証の有効期間満了日の「２ヶ月前」から車検が受けられることとなります。

車検の受検可能期間の拡大

【現行】
車検証の有効期限前１ヶ月以内に受検すると、
新車検証の有効期限を旧車検証の有効期限
から２年間とすることができる。

月別の車検台数

【改正後】
車検証の有効期限前２ヶ月以内に受検すると、
新車検証の有効期限を旧車検証の有効期限
から２年間とすることができる。

【問い合わせ先】 物流・自動車局
自動車整備課 ０３－５２５３－８５９９
保障制度参事官室 ０３－５２５３－８５８２

車検は、年度末が大変混雑するため、余裕を持った受検にご協力をお願いします。
（※今年度末に限っては、過渡期のため、検査を受ける日にご注意ください（次ページ参照）。）



自動車技術安全部からのお知らせ 全業態
法令等の改正、お知らせ

■車検を受けられる期間の延長について
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自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

１．背景
令和４年10月に静岡県で発生した貸切バスの横転事故（死傷

者計29名）を踏まえ、二度と同様の悲惨な事故を発生させないよう、
貸切バスの安全性向上に向けた新たな対策を検討してきたところ、今
般、本対策を制度化するため、旅客自動車運送事業運輸規則
（昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。）について、
所要の改正等を実施

➡ 改正した運輸規則、パンフレットは以下URLから確認できます。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000152.html 

旅客（貸切バス）
貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正（令和5年10月公布）

法令等の改正、お知らせ

パンフレット抜粋
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自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

２．新制度の概要
（１）輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長等
一般貸切旅客自動車運送事業者には、運送引受書、手数料等の額を記載した書類、点呼の記録、業務記録

及び運行指示書について１年間の保存義務があるところ、当該保存期間を３年間に延長します。また、点呼の記録
については電磁的記録として保存することを義務付けます。
（２）録音及び録画による点呼記録の保存の義務付け
一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、点呼を行った際の状況を録音及び録画（電話点呼については、録音

のみ）して、その電磁的記録を 90日間保存することを義務付けます。
（３）アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け
一般貸切旅客自動車運送事業者がアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無について確認を行う際に、

（２）により録画をしている場合を除き、当該呼気の検査を行っている状況の写真を撮影して、その電磁的記録を
90日間保存することを義務付けます。
（４）ディジタル式運行記録計の使用の義務付け
一般貸切旅客自動車運送事業者は、その事業に使用する自動車の運行距離等を運行記録計により記録し、当

該記録を保存しなければならないところですが、本記録をディジタル式運行記録計により行い、電磁的記録として３年
間保存することを義務付けます。
（５）安全取組の公表内容の拡充
一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容として、運転

者に対して行う安全運転の実技指導を追加します。
３．スケジュール
公布：令和５年10月10日
施行：令和６年４月１日（ただし、令和６年３月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行
記録計による記録については、令和７年３月31日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良い。）

旅客（貸切バス）
貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正（令和5年10月公布）

法令等の改正、お知らせ
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旅客（貸切バス）
確実な運行管理の実施に向けた対策

法令等の改正、お知らせ
自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ
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自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

遠隔点呼・業務後自動点呼に係る法令改正について（令和６年３月２９日）

法令等の改正、お知らせ

国土交通省のホームページにおいて、
各種情報が掲載されています。

本改正により、遠隔点呼等ができる場所
や設備について一部緩和されました。

・関連告示、通達、QA
・関係書類一覧、チェックリスト、参考情報
・自動点呼機器の認定機器

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html
または 「運行管理高度化ワーキンググループ」 で検索願います 6

全業態



自動車交通部貨物課からのお知らせ

貨物軽自動車運送事業における事業用車両の共同使用について（令和６年３月２９日）

法令等の改正、お知らせ
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トラック（貨物軽）のみ



自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正（令和６年10月1日）

法令等の改正、お知らせ

8

【背景】
近年、軽自動車による運送需要が拡大している一方、平成28年から令和４年にかけて、保有台数１万

台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は、約５割増加している状況。
上記を踏まえ、令和６年５月15日に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自

動車運送事業法の一部を改正する法律」（令和６年法律第23号）が公布され、貨物自動車運送事業
輸送安全規則（平成２年運輸省令第22号）等についても所要の改正、新制度を設けた。

【新制度の概要】
１．貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け

２．業務記録の作成・保存の義務付け

貨物軽自動車運送事業者（バイク便事業者は除く）に対して、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を
選任し、講習の受講を義務付けるほか、当該選任時には運輸支局等を通じて国土交通大臣への届出を行うこ
とを義務付け

貨物軽自動車運送事業者（バイク便事業者は除く）に対して、毎日の業務開始・終了地点や業務に従事した
距離等の記録の作成及び１年間の保存を

３．事故記録の作成・保存の義務付け
貨物軽自動車運送事業者に対して、事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等の記録の作成及
びこれらの記録の３年間の保存を義務付け

４．国土交通大臣への事故報告の義務付け

貨物軽自動車運送事業者に対して、死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について、運輸支局等を通
じて国土交通大臣への報告を義務付け

５．国土交通大臣への事故報告の義務付け

貨物軽自動車運送事業者（バイク便事業者は除く）に対して、特定の運転者※への特別な指導及び適性診断
の受診を義務付けるとともに、運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状
況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くことを義務付け

※事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者

トラック（貨物軽）のみ



自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正（令和６年10月1日）

法令等の改正、お知らせ
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トラック（貨物軽）のみ

○詳細は以下URLでご確認いただけます。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000172.html

国土交通省HP
「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正
について」

○中部運輸局管内において、本制度改正の説明会が開催されます。

日 時：令和７年１月１７日（金）
場 所：TKP ガーデンシティ PREMIUM 名古屋新幹線口

説 明 者：国土交通省 物流・自動車局 安全政策課 担当官
参加方法：以下URL又は二次元バーコードからお申し込みください。

なお、参加費は無料です。

バンケットホール３A（愛知県名古屋市中村区椿町１－16）

https://www.e-
toroku.jp/ticket/user/form/index?form
_id=mlit_keikamotsu

URL 二次元バーコード



自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

運行管理の一元化（令和６年４月２日）

法令等の改正、お知らせ

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html
または 「運行管理高度化ワーキンググループ」 で検索願います

運行管理高度化ワーキンググループ（旧：運行管理高度化検討会）において、運行管理に活用可能な情報通信技術（ICT）を
活用した、運行管理における安全性の向上、労働環境の改善、人手不足の解消のための検討がなされてきたところ。
今般、同一事業者内において、運行管理業務を一の営業所に集約させ、他の営業所の管理ができるよう通達が発出。

運行管理の一元化
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全業態



自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

業務前自動点呼の実証先行実施（令和６年５月３１日）

法令等の改正、お知らせ

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html
または 「運行管理高度化ワーキンググループ」 で検索願います

・業務前自動点呼機器の要件（計２４項目）
・業務前自動点呼機器を設定する施設の要件（計２項目）
・業務前自動点呼を行う上での社内体制に関する要件（計１５項目）

満たす必要のある要件

・本ワーキングの管理下で実施した場合、法令に適合する点呼を行った
なったものとして取り扱う

・実施は、令和７年３月３１日まで
・本情報は原則公表され、参加申請書を提出した時点で同意したとみ
なす

・当該点呼は、事業者の営業所又は当該営業所の車庫において、当
該営業所に所属する運転者に対し行うことができる

・当該点呼を開始するに当たり、開始前までに血圧、体温等の運転者
の健康状態に関する平常時の数値を、１０日分取得しておく

基本事項 開始後の報告事項

事業者は、本先行実施の開始以降、内容を変更しようとする場合、国
土交通省に報告。
また、以下事項について、国土交通省又はワーキングが別途定める頻度

において国土交通省に報告。万が一適切に報告されない場合は、ワーキ
ングの監督下において実施されていると認められない。

その他

本実施要領に特に記載のない事項においても、国土交通省又は
ワーキングから要請があった事項について、可能な限り対応する。

〇実施要領 概要

①当該点呼を実施した運転者当の数
②当該点呼を実施した運行の総数
③運行管理者が対応した事案（酒気帯びの検知、健康状態の異常

等）の内容とその発生頻度
④従前の点呼方法により乗務不可と判断された回数（過去１年分の

実績データ）
⑤その他、国土交通法又はワーキングから求められた事項

実施・変更にかかる書類の提出等

提出期限：実施、変更をしようとする１４日前まで
提出書類：実施・・・様式１、様式２、様式３

変更・・・様式４、様式５、様式６

実施要領や届出様式等、その他詳細は国土交
通省ホームページで確認いただけます。 11

運行管理高度化ワーキンググループ（旧：運行管理高度化検討会）の検討を踏まえ、「自動車運送事業における運行管理の高度
化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領」を発出し、希望する事業者を募り、業務前の自動点呼実証先行実施を行う。
先行実施中は、定期的に実施状況に関する報告を求め、業務不可となった事案や健康状態の悪化により運行の中断に至ったケース
などは、当時の状況の詳細を求める。

全業態



自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

事業者間遠隔点呼の実証先行実施（令和６年７月１０日）

法令等の改正、お知らせ

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html
または 「運行管理高度化ワーキンググループ」 で検索願います

満たす必要のある要件

○事業者間遠隔点呼の実施は、同じ種別の事業者間で行う
○本事業の実施に関わる運行管理者、補助者及び運転者等への教育・訓練等を行うための体制を確保していること
○本情報は原則公表され、参加申請書を提出した時点で同意したとみなす
○運行管理者、補助者及び運転者等の個人情報の取扱いに関して双方で合意を得たうえで、関係者以外が閲覧できないなどの策を講じる
○委託する事業者にあっては、予め運転者の所属営業所の運行管理者が、運行の可否に係る指示の確認を受託事業者から受ける体温、血圧の
値、およびその他必要事項（常備薬の服用等）を運転者毎に設定

○事業者間遠隔点呼において、業務前点呼を実施するにあたっては、運転者は体温、血圧の測定を行い、報告することとし、以下の事象が確認さ
れた場合、事業者間遠隔点呼を実施する事業者は点呼を中断または中止し、運転者の所属元営業所の運行管理者に連絡し、運行の可否に
係る指示を仰ぐ
∙ 運転者の呼気中にアルコールが検知された場合
∙ 運転者の体温、血圧が運転者の所属営業所の運行管理者が設定した値を超えていた場合
∙ 運転者の疾病・疲労・睡眠不足に関する自己申告の結果、安全な運行をすることができない恐れがある場合

○長期間（おおむね１ヶ月間以上）事業者間遠隔点呼のみを受け、運転者の所属元営業所の運行管理者と対面しない運転者に対しては、
１ヶ月に１回は対面等で当該運転者と直接会話することにより、健康状態を把握するとともに、指導監督を適切に行うことにより、当該運転者の
安全運転の遵守等に努める

基本事項

申請方法

開始しようとする４０日前までにメールにて送付

〇実施要領 概要

事業開始後の報告事項等その他事項も定められ
ています。
詳細は実施要領（HP掲載）でご確認ください。 12

本事業の実施が困難な状態となった場合（遠隔点呼に用いる機器・シ
ステムの不具合、停電等）を想定した体制を確保している

実施が困難な場合の体勢

運行管理高度化ワーキンググループ（旧：運行管理高度化検討会）の検討を踏まえ、「自動車運送事業における運行管理の高度
化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領」を発出し、引き続き、同一事業者間のみならず事業者を跨ぎ（100%の資本関
係にないもしくは資本関係のない事業者間）遠隔点呼（以下、「事業者間遠隔点呼」という。）の先行実施事業者を募集。
これにより、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への効果を図る。

全業態



法令等の改正、お知らせ

バス車内事故防止のための啓発動画（国土交通省YouTubeチャンネル）

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000161.html

自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

乗合バスにおける事故のうち、約３割は車内事故によるものとされており、特に車内事故
による負傷者は高齢者の方が多く、高齢者の方が負傷した場合、寝たきりの生活になる
場合も確認されております。
国土交通省では、事業用自動車総合安全プラン2025において、令和７年に車内事

故を85件以下とする目標を掲げておりますが、乗客、一般ドライバー、バス運転者といった
方々に対する適切な行動の啓発のために、バス車内事故の危険性を分かりやすく紹介す
る動画を作成いたしましたので、ぜひご覧ください。

乗客の方々向け 一般ドライバーの方々向け 13

旅客（バス）



法令等の改正、お知らせ
自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ 旅客（バス）

【参考】令和６年に発生したバスの死亡事故
●２月１日（木）午前９時５８分頃、福島県会津若松市の国道において、同県に営業所を置く乗合バスが停
留所から発進した際、当該バス停で降車した歩行者を轢いた。この事故により、当該歩行者が心肺停止となり病院
に運ばれ、その後死亡した。
当該歩行者は前扉から降車した後、ふらついてバスの左前方に転倒したところ、運転者は発進のため右側に注意を
向けていたため、歩行者に気づかず発進した模様。
●２月１３日（火）午前１０時５０分頃、広島県大竹市の国道において、同県に営業所を置く乗合バスが乗
客１５名を乗せ運行中、交差点を青信号で右折する際に、同じく青信号で横断歩道を左から右に横断中の歩行
者と衝突した。
この事故により、当該歩行者が死亡した。

本年に入り、福島県において、乗合バスが停留所を発進する際に、当該停留所で降車した歩行者と衝突し当該歩行者が死亡する
事故、また、広島県において、乗合バスが交差点を右折する際に、横断歩道を横断中の歩行者と衝突し当該歩行者が死亡する事故
が立て続けに発生。
令和５年の１年間にバス事業者が引き起こした死亡事故は、速報ベースで３件の報告があったところ、本年は既に上記２件の報告

があり、昨年１年間の報告件数に近づいていることから、大変憂慮すべき状況。

バスの安全運行の徹底について（令和６年２月１９日付国自安第１３９号）

国土交通省は、同種の事故の再発防止に努めるため、通達を発出

（１）バス車両は、「死角が大きい」ことから、直前、側方、後方など見えない部分に配慮した運転が必要であること。
特に、数多くの安全確認が必要となる停留所発進時には、ミラーや目視により、車両周囲、車内及び乗客が乗降した
のかどうかの確認を確実に実施すること。
（２）交差点右左折時には、特に横断歩道及び横断歩道付近の歩行者や自転車の動向に注意するとともに、横断
している又は横断しようとする歩行者がいる時は、横断歩道の手前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないこと。

14



法令等の改正、お知らせ
自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ 旅客（タクシー）

令和５年にタクシー事業者が引き起こした交通事故は、令和４年に比べ約５００件 増加し、令和５年の死亡事故は令和４年に
比べ１．６倍増となった。令和 ６年にタクシー事業者が引き起こした死亡事故は、自動車事故報告規則に基づく報告によると令
和６年７月末時点の速報値で３３件（内、横断中の人との事故が１４件、 路上横臥中の人との事故が６件）あり、死亡事故の６
割が２１時から６時の間に発生 しています。「事業用自動車総合安全プラン２０２５」において、タクシーについては 令和７年度
までに死者数２５人以下とした目標を既に超えており、非常に憂慮すべき事態。

歩行者等を早めに発見するため、
・夜間は昼間よりも速度を落として走行するとともに前照灯の上向き・下向きの切り替えをこまめに行うこと
・見通しの悪い交差点では徐行や停止すること 等
対歩行者の事故防止について周知徹底を依頼

タクシーの安全運行の徹底について（令和６年８月２２日付国自安第５２号）

国土交通省は、同種の事故の再発防止に努めるため、通達を発出

15



法令等の改正、お知らせ
自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ 旅客（タクシー）
タクシーの安全運行の徹底について（令和６年８月２２日付国自安第５２号）

16

当時の状況死者数場所時刻発生日

国道において、京都府に営業所を置く個人タクシーが乗客２名を乗せて運行中、別の事
故により対向車線から投げ出されてきたオートバイの運転者が、当該個人タクシーに衝
突。

1京都府15:507月3日

法人タクシーが空車で運行中、路上に横臥していた歩行者を轢過。
この事故により、当該歩行者が死亡。

1沖縄県3:007月6日

東京都墨田区の片側３車線の都道において、東京都に営業所を置く法人タクシーが空車
で運行中、青信号で交差点を右折した際に対向車線を進行してきたオートバイと衝突。
この事故により、オートバイの運転者が死亡。

1東京都7:507月9日

国道において、同県に営業所を置く法人タクシーが乗客２名を乗せて運行中、第1車線
の道路上に仰向けに倒れていた男性に接触。
この事故により、路上横臥者が死亡。

1奈良県21:407月19日

市道において、個人タクシーが空車の運行中、自転車で横断してきた歩行者をはねた。
この事故により、自転車乗りが死亡。

1千葉県10:007月26日

県道において、同県に営業所を置く法人タクシーが空車で運行中、交差点において道路
を横断していた歩行者に気付くのが遅れ衝突。
この事故により、当該歩行者が死亡。

1福岡県0:207月27日

（参考）令和６年７月に発生したタクシーの死亡事故



自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

自動車運送事業者向けのマニュアルが改正されました

「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指
導及び監督の実施マニュアル」の一部が改訂されました

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html
または
「指導監督実施マニュアル」で検索願います。

法令等の改正、お知らせ

（令和５年１月６日）
１．背景・必要性
令和４年８月に名古屋市の高速道路において乗合バスが、１０月には静岡県の県道において観光バスがそれぞ

れ横転し、乗客が亡くなる痛ましい事故が発生したことを踏まえ、同様の事故を防止するため、モード横断的に指導・
監督マニュアルの一部を改正することとしました。

２．改訂内容
①坂道での適切な運転操作
（バス、タクシー、トラック）

②危険箇所の情報を踏まえた
運転指導（バス、タクシー、トラック）

③乗客のシートベルト着用の目視
での確認（貸切バス）

④非常口や非常停止ボタンの
使い方の周知 （バス）

17

全業態



法令等の改正、お知らせ
自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

１．「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」（以下「指
導監督マニュアル」という。）に基づき、緊急時における適切
な対応について運転者への指導を徹底すること。特に交通
事故・車両故障発生時においては、次に掲げる事項につい
て改めて実施を徹底すること。

（1） 高速道路上においては停止表示器材を設置し、他の
自動車に事故の発生を知らせる等、道路における危険防止
措置を実施すること

（2）状況に応じ、乗客を車両から退避させ、万が一停止車
両への追突事故が発生した際に乗客が巻き込まれないよう
にする等、乗客の安全の確保に係る措置を実施すること

指導監督マニュアル バス事業者編 概要編
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/bus_gaiyohen.pdf
指導監督マニュアル バス事業者編 本編

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/bus_honpen.pdf

２．運行にあたっては、車両の点検整備を確実に実施するよう
関係者に徹底すること。

令和５年５月16日（火）午後８時1 5分頃、宮城県栗原市の東北自動車道下り線において、乗客乗員4 0名程度を乗せた
貸切バスが車両故障のため路肩に停車していたところ、大型トラックが追突し、３名が死亡、１名が重傷を負うという事故が発生。

国土交通省は、輸送の安全を確保し、同種の事故の再発防止に努めるため、通達を発出

貸切バスにおける安全確保の徹底について
（令和５年５月17日付国自安第20号）

旅客（バス）、トラック

１．運行管理業務を再確認し、安全確保の原点に立った確
実な運行管理を実施すること。特に次に掲げる事項につい
て改めて実施を徹底すること。

（１）確実に点呼を実施し、事業用自動車の運行の安全を
確保するために必要な指示を与えること

（２）乗務員の疾病、疲労、睡眠不足等の健康状態及び
過労状態の確実な把握に努め、安全に運行の業務を遂行
することができないおそれがある乗務員を業務に従事させな
いこと

（３）「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」（以下
「指導監督マニュアル」という。）に基づき、運転者に対し、ブ
レーキの適切な使用等、運行の安全を確保するために遵守
すべき事項について指導すること

指導監督マニュアル トラック 事業者編 概要編
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/truck_gaiyohen.pdf
指導監督マニュアル トラック 事業者編 本編

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/truck_honpen.pdf

２．運行にあたっては、車両の点検整備を確実に実施するとと
もに 、乗務員に対して制限速度の遵守をはじめとした道路
交通法等の法令遵守の徹底を図るなど、安全の確保を最
優先するよう関係者に徹底すること。

トラックにおける安全確保の徹底について
（令和５年５月17日付国自安第21号）

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruc
tion.html
または「指導監督実施マニュアル」で検索願います。 18



約61％が令和5年11月～令和6年2月
に発生（冬季に集中）

主な傾向

法令等の改正、お知らせ
旅客（バス）、トラック自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

19

大型車の車輪脱落事故件数は
令和５年度に142件発生。
過去最大となるなど増加傾向

n=142 n=142

約54％が車輪脱着作業後1ヶ月以内に発生
出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

車輪脱落事故発生状況
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001765722.pdf



主な傾向

法令等の改正、お知らせ
自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

20出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

旅客（バス）、トラック



自動車技術安全部からのお知らせ

法令等の改正、お知らせ
旅客（バス）、トラック

21

～車輪脱落事故防止キャンペーン（R7.2.28まで）～

車輪脱落事故の発生原因
当該事故の主は発生原因は、タイヤ交換時の作業不備
とタイヤ交換後の保守管理の不備の２つの要因と推定し
ています。

○タイヤ交換時の作業不備

○タイヤ交換後の保守管理の不備
増締めが行われていない
日常点検・定期点検時のホイール・ボルトの緩み
の点検が不十分
規定の締付トルクで増締めがされていない
増締めの実施時期（距離）が遅い

規定の締付トルクで締め付けられていない
ホイール・ボルト、ホイール・ナット及びホイール
の錆、ゴミの確認、清掃が不十分

冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします！



自動車交通部旅客第一課からのお知らせ

一般貸切旅客自動車運送事業者が報告する毎事業年度に係る事業報
告書の記載事項に、手数料等を
○貸切バス事業者様へ

実質的な下限割れ運賃防止等の取引環境の適正化のため、手数料等に係る記載を追加。
①運送の申込者に対して交付する運送引受書の記載事項に、当該運送に係る

手数料等の額を追加（令和元年８月～）

② 毎事業年度に報告する事業報告書の記載項目に、手数料等を追加（令和２年４月～）

○乗合バス事業者様へ
中部運輸局管内で、最近次の事例の発生が散見されています。同様事例が発生しない
よう、社内管理体制の確認や運転者指導の徹底をお願いします。

①路線バスにおいて、乗客がいないため終点手前で運行中断し帰庫してしまった事例
→別紙チラシ（次のスライドをご参照ください）

②運転者が終点等で車内点検を確実に実施せず、車内に乗客を閉じ込めた事例
→猛暑・寒冷時の長時間の車内閉じ込めは、乗客へ重大な影響を及ぼす事態も考え

られます。運転者による車内点検の確実な実施、乗務後点呼時の運行管理者によ
る運転者への確認の徹底

旅客（バス）

法令等の改正、お知らせ

○乗合・貸切共通：旅客自動車運送事業者報告情報管理・集計システムに関する案内
対応ブラウザにかかるシステム改修が行われ、現在はMicrosoft EdgeとGoogle Chromeで
利用可能となっております。 ※Internet Explorerサポート終了のため

22



平成18年3月23日付け
事務連絡

「一般バス等の効率的な運行に
係る道路運送法上の取扱いに

ついて」

法令等の改正、お知らせ（コミュニティバスの適正運行について） 旅客（バス）

23



法令等の改正、お知らせ

自動車交通部自動車監査官からのお知らせ 旅客（タクシー）
令和５年１月に実施したタクシー事業者に対する集中監査月間の結果、中部運

輸局管内３８７事業者（令和４年３月３１日現在）のうち３１事業者に対して監査を実
施し、１９事業者について法令違反を確認しました。

特に「健康診断未受診」、「適性診断未受診」、「適性診断結果に基づく特別指導
の未実施」について、多くの違反を確認しました。

引き続き適性診断や健康診断の受診及び診断結果に基づく
指導の徹底をお願いします。

24



自動車交通部自動車監査官からのお知らせ

法令等の改正、お知らせ

全業態

「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」が令和５年３月に設置され、取り組むべき抜本的・
総合的な対策として、同年６月「物流革新に向けた政策パッケージ」として取りまとめられたところ。
当該政策パッケージにおいて、悪質な事業者が利益を得るといったモラルハザードを生じさせないよう、
国の監査体制を充実させ、悪質事業者に対する監査を強力に実施するほか、飲酒運転事故対策も
求められていることから、当該政策パッケージに盛り込まれた項目等を具体化するため告示、通達等に
ついて所要の改正を実施。

25

背景概要

酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分の強化
（トラック・バス・タクシー）

●指導監督義務違反
酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、
飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び
運転の禁止に係る指導が未実施

●点呼の実施違反
酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、
点呼が未実施

その他運行管理に係る行政処分の強化（トラック）
●勤務時間等告示の遵守違反

旧処分量定 新処分量定

●点呼の遵守違反
旧処分量定 新処分量定

初違反 再違反

処分 100日車 200日車

初違反 再違反

処分 100日車 200日車

初違反 再違反

① 未遵守計5件以下 警告 10日車

②
未遵守計6件以上

15件以下
10日車 20日車

③ 未遵守計16件以上 20日車 40日車

初違反 再違反

① 未遵守計５件以下 警告 10日車

未遵守計6件以上②
未遵守1件当

たり2日車

未遵守1件当

たり4日車

（変更なし）

初違反 再違反

① 未遵守計19件以下 警告 10日車

②
未遵守計20件以上

49件以下
10日車 20日車

③ 未遵守計50件以上 20日車 40日車

初違反 再違反

① 未遵守計19件以下 警告 10日車

② 未遵守計20件以上
未実施1件当

たり1日車

未実施1件当

たり2日車

（変更なし）

令和６年１０月以降、自動車運送事業者に対する行政処分が厳しくなります。



法令等の改正、お知らせ

自動車交通部貨物課からのお知らせ

輸送の安全を確保し、持続的な物流機能を維持するため、 台風等によ
る異常気象時下における輸送の目安を定めました。（令和2年2月28日）

昨今の異常気象が多発している状況を踏まえ、雨や風等の強さに応じた車両へ与える影響を示すとともに、
輸送の安全を確保するための措置を講じる目安について、通達として定めました。
参考：全日本トラック協会ホームページ（通達やリーフレットが掲載されています）
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/anzenkakuho202003.html

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（議員立法）
トラック運送業においては、トラックドライバー不足により物流が滞ることのないよう、ドライバーの労働条件の改善等を
図るため、第197回国会（臨時国会）において、議員立法により貨物自動車運送事業法の改正が行われました。

自動車交通部貨物課からのお知らせ

１．規制の適正化
① 欠格期間の延長等
② 許可の際の基準の明確化
③ 約款の認可基準の明確化

２．事業者が遵守すべき事項の明確化

① 輸送の安全に係る義務の明確化
② 事業の的確な遂行のための遵守義務の新設

改
正
の
概
要

３．荷主対策の深度化
① 荷主の配慮義務の新設
② 荷主勧告制度（既存）の強化
③ 国土交通大臣による荷主への働きかけ等の規定の新設

【平成３５年までの時限措置】

４．標準的な運賃の告示制度の導入 【平成３５年までの時限措置】
国土交通大臣が、標準的な運賃を定め告示出来る

施行日 ： １．及び２． 令和元年１１月１日 ３． 令和元年７月１日 ４．令和元年１２月１４日 【標準的な運賃の告示日は令和２年４月２４日】

26

トラック



整備管理者選任後研修の通知が廃止されました

今後選任後研修を受講する際は
事業者の管理の下以下①または②の時期に
計画的に受講させる必要があります
① 当該事業者において整備管理者として新たに選任した整備管理者の受講時期

・ 選任届出をした年度又はその翌年度
② 研修を受けた整備管理者の次の受講時期

・ 最後に研修を受けた年度の翌々年度（２年度ごと）

旅客自動車運送事業運輸規則
貨物自動車運送事業輸送安全規則

法令等の改正、お知らせ

の一部改正

研修の受講は、各県の運輸支局へ申込期間中に受講申込
の上、受講していただく必要があります。
（研修実施日、申込期間等詳細については各運輸支局へお問い合わせください）

27

全業態



法令等の改正、お知らせ
自動車技術安全部整備課からのお知らせ

28

全業態



法令等の改正、お知らせ
自動車技術安全部整備課からのお知らせ

整備管理者が自ら不正改造を行ったり、不正改造車と知りながら当該車両の
使用を容認した場合、整備管理者の解任命令の対象となる場合があります。 29

全業態



法令等の改正、お知らせ
自動車技術安全部からのお知らせ

30

令和６年１０月から、車検において「OBD検査（電子装置の検査）」追加されました。

全業態



重大事故・事件発生時はご連絡ください
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重大事故・事件発生時はご連絡ください

32



中部運輸局ホームページの
トップページの関連情報（政策情報）に
事業用自動車の事故報告関係のページに
直接リンクしたバナーを追加しました。

速報

事故報告書様式等

中部運輸局ホームページ

重大事故・事件発生時はご連絡ください

33

速報事故は、HP上の入力フォームからでも
報告できます。


